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① 保守の区別が

タイプ１－１の

もの 

１回線

ごとに

4,767 円

② 保守の区別が

タイプ１－２の

もの 

１回線

ごとに

4,767 円

(ｱ) 光回線設備接続モ

ジュール（光回 恵∵

もの 娶娶姣翫8𧝒宲37ｒ抂

光

叠837者 円

１回線

ごとに

① 保守の区別が

タイプもの １回線
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② 保守の区別が

タイプ１－２の

もの 

１回線

ごとに

4,406 円

③ ①②以外のも

の 

１回線

ごとに

4,534 円

(7) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 平成24年４月１日か

ら平成25年３月31日

まで適用じ
１回線
ごとに 

4,469

 

１回線

ごとに 

4ㇲ46ㇹ円

 



 6

 
３Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１回線

ごとに

6,710 円
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附 則（平成 23 年４月４日西相制第 116 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成23年４月５日から実施し、平成23年４月１日に遡及して適用します。 

（網使用料の算定に係る措置） 

２ 当社は、この改正規定に係る端末回線伝送機能について、この改正規定実施前に適用した網使用料（接続

料規則第８条第２項ただし書きの規定に基づき算定した部分であって榛榛２45１52モ45◯第お


